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　人体に非常に有害な物質であるダイオキシン類の発生を減らす目的で、ごみの処理等に関する

法律が改正され、今年１２月１日から家庭や事業所にある焼却炉でのごみの焼却処分ができなくな

ります。

　今回の法律の改正で焼却設備の構造基準・維持管理基準がより一層厳しくなり、構造基準を満

たした設備以外では、一部の例外を除いて全ての焼却処分が禁止されます。

��������				

　猛毒で発ガン性が高く、ものを燃やす過程で自然に発生する物質です。

　主な発生源は、ごみ焼却などの燃焼ですが、自動車の排気ガスやたばこの煙などにも含まれて

います。また空気中や水の中、土の中など自然界に広く存在するため、私たちも食物の摂取や呼

吸により体内に取り込んでいますが、現在のところ健康に影響を与える量ではありません。
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　１．たき火や風呂焚き、キャンプファイヤーなど日常生活で通常おこなわれる廃材等の焼却

　２．農・林業を営む上で、やむを得ずおこなわれる稲わらや伐採した枝等の焼却

　３．国や地方公共団体が施設の管理をおこなうための焼却（河川管理者が行う伐採した草木の

焼却など）

　４．風俗習慣上または宗教上の行事をおこなうための焼却（「鬼火たき」などの地域行事など）
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持ち込めるごみ時　　　　間期　　　　日場　　所

資源ごみのみ９：００～１６：３０２２日（日）・２５日（水）

町 危 険 物 処 理 場 〃９：００～１６：３０２９日（日）※特別開場日

年明けは、１月５日（日）から毎週日曜日・水曜日の開場となります。

可燃・不燃・資源ごみ８：３０～１５：００２２日（日）※特別開場日

クリーンセンター

〃８：３０～１６：３０２４日（火）～２７日（金）

可燃ごみのみ８：３０～１５：００２８日（土）※特別開場日

〃８：３０～１５：００２９日（日）※特別開場日

年明けは、１月６日（月）から平常業務となります。


